
議

案

第

一

号

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

二

年

二

月

十

二

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

八

年

杉

並

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

号

中

「

同

法

施

行

規

則

」

を

「

身

体

障

害

者

福

祉

法

施

行

規

則

」

に

、

「

又

は

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

」

を

「

、

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

又

は

肝

臓

」

に

改

め

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

以

後

に

行

わ

れ

る

療

養

に

係

る

医

療

費

の

助

成

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

行

わ

れ

た

療

養

に

係

る

医

療

費

の

助

成

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

（

提

案

理

由

）

助

成

対

象

と

な

る

障

害

の

範

囲

を

改

め

る

必

要

が

あ

る

。



杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

用

語

の

意

義

）

（

用

語

の

意

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

障

害

者

」

と

は

、

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

障

害

者

」

と

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

を

い

う

。

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

を

い

う

。

一

脳

性

麻

痺

又

は

進

行

性

筋

萎

縮

症

を

有

す

る

一

脳

性

麻

痺

又

は

進

行

性

筋

萎

縮

症

を

有

す

る

ひ

い

ひ

い

者

（

身

体

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

者

（

身

体

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

八

十

三

号

）

第

十

五

条

の

規

定

に

基

律

第

二

百

八

十

三

号

）

第

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

手

帳

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

の

う

ち

、

づ

く

手

帳

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

の

う

ち

、

身

体

障

害

者

福

祉

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

五

同

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

五

年

厚

生

省

令

第

十

五

号

）

別

表

第

五

号

に

定

め

年

厚

生

省

令

第

十

五

号

）

別

表

第

五

号

に

定

め

る

障

害

の

程

度

が

二

級

（

心

臓

、

じ

ん

臓

、

呼

る

障

害

の

程

度

が

二

級

（

心

臓

、

じ

ん

臓

、

呼

吸

器

、

ぼ

う

こ

う

若

し

く

は

直

腸

、

小

腸

、

ヒ

吸

器

、

ぼ

う

こ

う

若

し

く

は

直

腸

、

小

腸

又

は

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

又

は

肝

臓

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

の

機

能

の

障

害

に

あ

つ

て

は

三

級

）

以

上

に

該

の

機

能

の

障

害

に

あ

つ

て

は

三

級

）

以

上

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

。

）

当

す

る

も

の

を

除

く

。

）

二

略

二

略

資 料


